
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　糖質及びタンパク質の両者又はいずれか一方を含む原料を用い、

粘度が１０００～１５０００ｍＰａ・ｓである加熱流動状食品を充填装置を用いて容器
に充填するに当たり、
　充填装置の加熱流動状食品の充填通路内に設けられ該充填通路を開閉すべく作動するロ
ータリーバルブの収納部

冷却することを特徴とする食品の充填
方法。
【請求項２】
　　前記原料が、ビーフエキス、チキンエキス、魚介エキス、野菜エキス、果実エキスか
ら選ばれるエキス類である の食品の充填方法。
【請求項３】
　　前記加熱流動状食品が、前記エキス類を０．１～１０重量％含む の食品
の充填方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、糖質及びタンパク質の両者又はいずれか一方を含む原料を用いた加熱溶融ルウ
等の加熱流動状食品を充填装置を用いて容器に充填するのに適した食品の充填方法に関す
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品温が５０～９５℃
で

の外面周囲に冷却ジャケットを設け、該冷却ジャケットに４０℃
以下の冷却媒体を供給することにより前記収納部を

請求項１記載

請求項２記載



る。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、カレー、ハヤシ、シチュー等を作るために用いるルウは、小麦粉、食用油脂、調
味料、香辛料等を加熱混合して加熱溶融した流動状のルウを調製し、これを充填装置を用
いて容器に充填しその後必要により冷却固化して製品に供される。通常、ここで用いられ
る充填装置は、充填タンクから充填ノズルに繋がる充填物の充填通路の途中に該充填通路
を開閉すべく作動するロータリーバルブ等の充填通路開閉手段が設けられており、この充
填通路開閉手段の動作によって充填物の容器への充填が制御される。
しかしながら、上記充填装置を用いて加熱溶融ルウ等の加熱流動状食品を容器に充填する
場合、次のような問題が生じることがあった。すなわち、充填時に充填通路開閉手段が充
填通路を開閉すべく作動する間に充填通路開閉手段とこの充填通路開閉手段を収納してい
る収納部との隙間に加熱流動状食品が入り込み、これが固着して詰まりを起こし充填通路
開閉手段の動作を困難にして充填操作に悪影響を与えるという問題が生じることがあった
のである。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、充填装置の充填通路開閉手段とその収納部との隙間で加熱溶融ルウ等の加熱流
動状食品が詰まりを起こさず、好適に充填操作を行うことができる食品の充填方法を提供
することを目的とする。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記問題が 粘度が１０００～１５０００ｍＰａ・ｓ
である加熱流動状食品中に糖質及びタンパク質の両者又はいずれか一方を含む原料を使用
している場合に生じること、そして、この加熱流動状食品を充填するに当たり充填装置の
ロータリーバルブの収納部

冷却すると上記問題を解決できるとの
知見に基づいてなされたものである。
　すなわち、本発明は、糖質及びタンパク質の両者又はいずれか一方を含む原料を用い、

粘度が１０００～１５０００ｍＰａ・ｓである加熱流動状食品を充
填装置を用いて容器に充填するに当たり、充填装置の加熱流動状食品の充填通路内に設け
られ該充填通路を開閉すべく作動するロータリーバルブの収納部

冷却することを特徴とする食品の充填方法である。
【０００５】
【発明の実施の形態】
本発明で対象とする食品は、糖質及びタンパク質の両者又はいずれか一方を含む原料を用
いると共に加熱処理を施し、例えば品温５０～９５℃程度の加熱流動状で充填装置を用い
て容器に充填されるものである。具体的には、カレー、ハヤシ、シチュー等のソース類、
あるいはこれらを作るために用いるルウ等を挙げることができる。
【０００６】
本発明は、上記加熱流動状食品の粘度が１０００～１５０００ｍＰａ・ｓ、とりわけ２０
００～７０００ｍＰａ・ｓである場合に特に有効である。つまり、加熱流動状食品の粘度
が上記範囲にある場合に充填通路開閉手段と収納部の隙間で特に詰まりが起こりやすいの
であるが、本発明により上記問題が解消され、充填操作を好適になし得るからである。尚
、上記流動状食品の粘度は、例えばビスコテスター（リオン社製）等により容易に測定す
ることができる。また、本発明は、加熱流動状食品が水分を２重量％（以下、％と略称す
る。）以上、特に４～９７％程度含む場合に有効である。
【０００７】
本発明で対象とする食品に用いられる原料に特に制限はないが、糖質及びタンパク質の両
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、品温が５０～９５℃で

の外面周囲に冷却ジャケットを設け、該冷却ジャケットに特定
温度の冷却媒体を供給することにより前記収納部を

品温が５０～９５℃で

の外面周囲に冷却ジャケ
ットを設け、該冷却ジャケットに４０℃以下の冷却媒体を供給することにより前記収納部
を



者又はいずれか一方を含む原料としては、例えば、ビーフエキス、チキンエキス、魚介エ
キス、野菜エキス、果実エキス等のエキス類、粉乳、チーズペースト、チーズパウダー、
オニオンパウダー、トマトパウダー、トマトぺースト等を代表的なものとして挙げること
ができる。尚、上記原料は、ペースト、粉末等どのような形態のものであってもよい。
【０００８】
また、本発明は、上記原料の中でもとりわけ、加熱流動状食品がビーフエキス等のエキス
類を０．１～１０％、更には０．３～５％含む場合に特に有効である。つまり、エキス類
を上記範囲で含む場合に特に充填時の食品の詰りが生じやすくなるのであるが、本発明に
より上記問題が有効に解消されるからである。
【０００９】
本発明において、食品が例えばカレー等を作るために用いるルウの場合には、上記のよう
な糖質及びタンパク質の両者又はいずれか一方を含む原料のほか、澱粉質原料、食用油脂
、調味料等を加熱混合して加熱溶融した流動状のルウを調製し、これを充填装置を用いて
容器に充填し、その後必要により冷却固化する。以下、ルウの場合を例に説明する。
【００１０】
ルウの原料として用いる澱粉質原料としては、小麦粉、コーンスターチ等を挙げることが
できる。ルウ中の澱粉質原料の含有量は、１～４０％が好ましく、特に１０～３０％が好
ましい。澱粉質原料は、そのまま原料として用いることができるが、澱粉質原料を食用油
脂を用いて予め焙煎処理してから用いると、得られるルウの風味を向上させることができ
るので好ましい。
【００１１】
また、ルウの原料として用いる食用油脂としては、天然油脂、加工油脂及びこれらの混合
物のいずれをも使用することができる。具体的には、バター、マーガリン、豚脂、牛脂、
あるいはこれらの混合物等を挙げることができる。上記食用油脂のルウ中の含有量は、３
０～６０％が好ましく、特に４０～５０％が好ましい。
【００１２】
更に、調味料としては、通常、カレー、ハヤシ、シチュー等のルウを製造するときに使用
されるものが挙げられる。具体的には、上述した糖質及びタンパク質の両者又はいずれか
一方を含む原料や、これらのほか、食塩、グルタミン酸ナトリウム、クエン酸等を挙げる
ことができる。調味料のルウ中の含有量は、所望に応じて決定することができるが、２０
～５０％が好ましく、特に２５～４０％が好ましい。また、カレー粉等の香辛料を用いて
もよく、香辛料のルウ中の含有量は、所望に応じて決定することができるが、１～１５％
が好ましく、特に３～１２％が好ましい。
【００１３】
ルウを製造する場合は、上記のような原料を加熱混合して加熱溶融した流動状のルウを調
製する。加熱混合は、例えばミキサー中で７０～１２０℃で、２０～６０分間行うことが
できる。このようにして加熱溶融したルウをそのまま充填装置を用いて容器に充填するこ
とができるが、該ミキサー中であるいは他の冷却装置を用いて５０～７０℃程度に冷却し
た後、容器に充填してもよい。
【００１４】
本発明で用いられる充填装置は、前述のように、充填タンクから充填ノズルに繋がる充填
物の充填通路の途中に該充填通路を開閉すべく作動する充填通路開閉手段が設けられてい
る構造のものであれば、どのようなものをも用いることができる。上記充填通路開閉手段
としては、ロータリーバルブ、弁ピストン、スプール等が挙げられる。尚、充填装置の構
造については後述する実施例で好適態様に基づいて更に詳しく説明する。
【００１５】
本発明においては、上記充填装置を用いて前記した加熱流動状食品を容器に充填するに当
たり、充填装置の充填通路開閉手段が収納されている収納部を４０℃以下、好ましくは５
～４０℃、更に好ましくは５～３５℃で冷却することが重要である。これにより、充填時
に充填通路開閉手段と収納部との隙間で加熱流動状食品が固着して詰まりを起こすという
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問題が解消され、好適に充填操作を行うことができる。また、本発明では、固形ルウ等を
対象とする場合においてその原料中に常温で固体状の食用油脂、特に上昇融点が２０～５
０℃の食用油脂を使用する場合は、充填通路開閉手段の収納部の冷却を好ましくは２５～
４０℃、更に好ましくは２５～３５℃の範囲で行うのが好ましい。これにより、充填時に
食用油脂を冷却固化させることなく、かつ充填通路開閉手段と収納部との隙間における食
品の詰まりを防止して好適に充填操作を行うことができる。
【００１６】
本発明では、充填通路開閉手段の収納部の冷却を任意の方法で行い得るが、例えば、充填
通路開閉手段の収納部に水等の冷却媒体を供給する内部通路を設けたり、あるいは収納部
の外面周囲に冷却媒体を供給する冷却ジャケットを設けることにより好適に行い得る。尚
、本発明において、充填通路開閉手段の収納部以外の部分には、加熱流動状食品の品温を
保持する上で、温水等の加熱媒体を供給する加熱ジャケット等を設けてもよい。
【００１７】
【実施例】
実施例１（カレールウの充填）
（１）加熱流動状カレールウの調製
小麦粉１０重量部と食用油脂（豚脂と牛脂の混合脂（上昇融点４５℃））１５重量部を　
用いて焙煎処理した小麦粉ルウ２５重量部、コーンスターチ５重量部、食用油脂（豚脂　
と牛脂の混合脂（上昇融点４５℃））３０重量部、カレー粉１０重量部、食塩５重量部　
、砂糖１０重量部、粉乳１０重量部、ビーフエキス３重量部、グルタミン酸ナトリウム　
２重量部をミキサーにて９０℃で３０分間加熱混合した後、これを一旦６０℃まで冷却　
して加熱流動状カレールウを得た。この加熱流動状カレールウは、粘度が約４０００ｍ　
Ｐａ・ｓ（６０℃）で、水分を約４％含むものであった。尚、上記粘度はビスコテスタ　
ー（リオン社製）により測定した。
【００１８】
（２）加熱流動状カレールウの充填
上記加熱流動状カレールウを充填装置を用いて容器に充填する例を図面を参照して説明　
する。
図１及び図２は本発明の実施例で用いる充填装置の垂直部分断面図である。
充填装置には、図１～２に示すように、充填タンク（１）から充填ノズル（２）に繋がる
充填物の充填通路（３）の途中にロータリーバルブ（４）が設けられている。また、充填
通路（３）には、ロータリーバルブ（４）を介して、ピストン（５）を内蔵する充填シリ
ンダー（６）が連結されている。
ロータリーバルブ（４）は、中空状のハウジング（７）内に収納されて図１の矢印で示す
方向に正逆回転可能となっている。また、ロータリーバルブ（４）は、回転させることに
より充填タンク（１）と充填シリンダー（６）とを連通させるか、又は充填シリンダー（
６）と充填ノズル（３）とを連通させることができる連通路（４１）を有する。充填ノズ
ル（２）には、円筒状の充填ノズル本体（２１）内に、充填物の吐出口（２２）を開閉す
べく上下に進退するスプール（２３）が収納されている。
ロータリーバルブ（４）を収納しているハウジング（７）は、その内部に冷却水を供給す
るための冷水供給路（７１）を有し、本実施例ではこの冷水供給路（７１）内に３０℃の
水を供給し、これによってハウジング（７）すなわちロータリーバルブ（４）の収納部を
冷却している。また、充填ノズル本体（２１）の外周面には、冷却水を供給するための冷
却ジャケット（２４）を設けており、本実施例ではこの冷却ジャケット（２４）に３０℃
の水を供給し、これによって充填ノズル本体（２１）すなわちスプール（２３）の収納部
を冷却している。
上記充填装置による加熱流動状カレールウの充填操作は、充填タンク（１）内に６０℃に
保持された加熱流動状カレールウを溜め、先ず、ロータリーバルブ（４）を図１に示す状
態にして充填タンク（１）と充填シリンダー（６）とを連通させ、ピストン（５）を図１
に示す状態から矢印で示す方向に後退させて、充填タンク（１）より一定量の加熱流動状
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カレールウを充填シリンダー（６）内に吸い込む。
次いで、ロータリーバルブ（４）を図２に示す状態に回転させて充填シリンダー（６）と
充填ノズル（２）とを連通させ、ピストン（５）を図２に示す状態から前進させて（この
場合、充填ノズル（２）のスプール（２３）は図２に示す状態にあり吐出口（２２）は開
かれている）、充填シリンダー（６）内の加熱流動状カレールウを充填ノズル（２）の吐
出口（２２）より吐出させ、吐出口（２２）の下方に配置される容器（図示せず）に充填
する。次いで、スプール（２３）を下方に前進させて吐出口（２２）を閉じ、これにより
容器１個に所定量の加熱流動状カレールウが充填される。加熱流動状カレールウの充填は
、吐出口（３２）の下方に順次送られてくる容器に上記充填操作を繰り返すことにより行
われる。尚、容器に充填された加熱流動状カレールウは、その後冷却固化して包装され固
形カレールウとして製品に供される。
本実施例においては、上記充填操作を繰り返す間、加熱流動状カレールウがロータリーバ
ルブ（４）とハウジング（７）との隙間（Ａ）に入り込んでも、ハウジング（７）を３０
℃で冷却することによってこれが固着して詰まりを起こすことがなくなり、これによりロ
ータリーバルブ（４）の回転動作が常に円滑に行われる。また、加熱流動状カレールウが
充填ノズル本体（２１）とスプール（２３）との隙間（Ｂ）に入り込んでも、充填ノズル
本体（２１）を３０℃で冷却することによってこれが固着して詰まりを起こすことがなく
なり、スプール（２３）の進退動作が常に円滑に行われる。そして、以上により充填操作
を好適に行うことができる。
【００１９】
【発明の効果】
本発明によれば、充填装置のロータリーバルブ等の充填通路開閉手段とその収納部との隙
間で加熱流動状食品が詰まりを起こさず、好適に充填操作を行うことができる。
【００２０】
【図面の簡単な説明】
【図１】充填装置を示した側面図である。
【図２】充填装置を示した側面図である。
１　　充填タンク
２　　充填ノズル
３　　充填通路
４　　ロータリーバルブ
５　　ピストン
６　　充填シリンダー
７　　ロータリーバブルのハウジング
２１　充填ノズル本体
２２　吐出口
２３　スプール
２４　冷却ジャケット
４１　連通路
７１　冷水供給路
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】
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